
容器包装リサイクル法および関連法令集

再⽣資源の利⽤の促進に関する法律施⾏令（抄）

（指定表⽰製品）
第五条 法第⼆条第⼗⼀項 の政令で定める製品は、別表第五の上欄に掲げるとおりと

する。
 
第⼗⼋条 法第⼆⼗五条第三項 の審議会等で政令で定めるものは、別表第五の上欄に掲

げる指定表⽰製品に係る同表の中欄に掲げる指定表⽰事業者ごとにそれぞれ
同表の下欄に掲げるとおりとする。

 
（主務⼤⾂）
第三⼗⼀条 法第三⼗九条第⼀項第四号 に定める事項についての主務⼤⾂は、次のとおり

とする。
⼀〜五 （略）
六 別表第五の⼀及び七の項の上欄に掲げる指定表⽰製品の製造の事業及

び当該指定表⽰製品であって、輸⼊されたものの販売の事業に係るも
のについては、経済産業⼤⾂

七 別表第五の⼆及び四の項の上欄に掲げる指定表⽰製品の製造の事業に
係るものについては、農林⽔産⼤⾂及び経済産業⼤⾂

⼋ 別表第五の⼆及び四の項の上欄に掲げる指定表⽰製品であって、輸⼊
されたものの販売の事業に係るものについては、農林⽔産⼤⾂

九 別表第五の三及び五の項の上欄に掲げる指定表⽰製品の製造の事業に
係るものについては、財務⼤⾂及び経済産業⼤⾂

⼗ 別表第五の三及び五の項の上欄に掲げる指定表⽰製品であって、輸⼊
されたものの販売の事業に係るものについては、財務⼤⾂

⼗⼀ 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表⽰製品のうち同項の中欄第⼀
号に規定する特定容器包装の製造の事業に係るものについては、経済
産業⼤⾂

⼗⼆ 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表⽰製品の製造をその事業の⽤
に供するために発注する事業者（以下「製造発注事業者」という。）
が⾏う事業（同項の中欄第⼆号及び第三号に規定する事業に限る。以
下この号において同じ。）及び当該指定表⽰製品に⼊れられ、⼜は当
該指定表⽰製品で包まれた商品であって輸⼊されたものの販売の事業
に係るものについては、財務⼤⾂

⼗三 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表⽰製品の製造発注事業者が⾏
う事業（同項の中欄第四号に規定する事業に限る。以下この号におい
て同じ。）及び当該指定表⽰製品に⼊れられ、⼜は当該指定表⽰製品



で包まれた商品であって輸⼊されたものの販売の事業に係るものにつ
いては、厚⽣労働⼤⾂

⼗四 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表⽰製品の製造発注事業者が⾏
う事業（同項の中欄第五号に規定する事業に限る。以下この号におい
て同じ。）及び当該指定表⽰製品に⼊れられ、⼜は当該指定表⽰製品
で包まれた商品であって輸⼊されたものの販売の事業に係るものにつ
いては、農林⽔産⼤⾂

⼗五 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表⽰製品の製造発注事業者が⾏
う事業（同項の中欄第六号に規定する事業に限る。以下この号におい
て同じ。）及び当該指定表⽰製品に⼊れられ、⼜は当該指定表⽰製品
で包まれた商品であって輸⼊されたものの販売の事業に係るものにつ
いては、経済産業⼤⾂

別表第五（第五条、第⼗⼋条、第三⼗⼀条関係）

⼀ 塩化ビニル製建設資材（硬質塩化
ビニル製の管、⾬どい及び窓枠並
びに塩化ビニル製の床材及び壁紙
をいう。以下この項において同
じ。）

塩化ビニル製建設資材を製造する事業者
及び⾃ら輸⼊した塩化ビニル製建設資材
を販売する事業者

産業構
造審議
会

⼆ 鋼製⼜はアルミニウム製の⽸（内
容積が七リットル未満のものに限
る。以下単に「⽸」という。）で
あって、飲料（酒類を除く。以下
単に「飲料」という。）が充てん
されたもの

⼀ ⽸を製造する事業者
産業構
造審議
会

⼆ ⽸に飲料を充てんする事業者及び飲
料が充てんされた⽸であって⾃ら輸⼊し
たものを販売する事業者

⾷料・
農業・
農村政
策審議
会

三 ⽸であって、酒類が充てんされた
もの ⼀ ⽸を製造する事業者

産業構
造審議
会

⼆ ⽸に酒類を充てんする事業者及び酒
類が充てんされた⽸であって⾃ら輸⼊し
たものを販売する事業者

国税審
議会

四 ポリエチレンテレフタレート製の
容器（内容積が百五⼗ミリリット
ル以上のものに限る。以下「ポリ
エチレンテレフタレート製容器」
という。）であって、飲料⼜はし
ょうゆが充てんされたもの

⼀ ポリエチレンテレフタレート製容器
を製造する事業者

産業構
造審議
会

⼆ ポリエチレンテレフタレート製容器
に飲料⼜はしょうゆを充てんする事業者
及び飲料⼜はしょうゆが充てんされたポ

⾷料・
農業・
農村政



リエチレンテレフタレート製容器であっ
て⾃ら輸⼊したものを販売する事業者

策審議
会

五 ポリエチレンテレフタレート製容
器であって、酒類が充てんされた
もの

⼀ ポリエチレンテレフタレート製容器
を製造する事業者

産業構
造審議
会

⼆ ポリエチレンテレフタレート製容器
に酒類を充てんする事業者及び酒類が充
てんされたポリエチレンテレフタレート
製容器であって⾃ら輸⼊したものを販売
する事業者

国税審
議会

六 特定容器包装（容器包装（商品の
容器及び包装であって、当該商品
が費消され、⼜は当該商品と分離
された場合に不要になるものをい
う。）のうち、主として紙製のも
の⼜は主としてプラスチック製の
ものをいい、飲料、しょうゆ⼜は
酒類を充てんするためのポリエチ
レンテレフタレート製容器その他
主務省令で定めるものを除く。以
下この項において同じ。）

⼀ 特定容器包装（商品の容器であるも
のとして経済産業省令で定めるものに限
る。）を製造する事業者

産業構
造審議
会

⼆ その事業（たばこ事業⼜は塩事業に
限る。以下この号において同じ。）の⽤
に供するために特定容器包装の製造を発
注する事業者及び特定容器包装に⼊れら
れ、⼜は特定容器包装で包まれた商品で
あって⾃ら輸⼊したものを販売する事業
者

財政制
度等審
議会

三 その事業（酒類業に限る。以下この
号において同じ。）の⽤に供するために
特定容器包装の製造を発注する事業者及
び特定容器包装に⼊れられ、⼜は特定容
器包装で包まれた商品であって⾃ら輸⼊
したものを販売する事業者

国税審
議会

四 その事業（厚⽣労働⼤⾂の所管に属
する事業に限る。以下この号において同
じ。）の⽤に供するために特定容器包装
の製造を発注する事業者及び特定容器包
装に⼊れられ、⼜は特定容器包装で包ま
れた商品であって⾃ら輸⼊したものを販
売する事業者

薬事・
⾷品衛
⽣審議
会

五 その事業（農林⽔産⼤⾂の所管に属
する事業に限る。以下この号において同
じ。）の⽤に供するために特定容器包装
の製造を発注する事業者及び特定容器包
装に⼊れられ、⼜は特定容器包装で包ま
れた商品であって⾃ら輸⼊したものを販
売する事業者

⾷料・
農業・
農村政
策審議
会



六 その事業（経済産業⼤⾂の所管に属
する事業に限る。以下この号において同
じ。）の⽤に供するために特定容器包装
の製造を発注する事業者及び特定容器包
装に⼊れられ、⼜は特定容器包装で包ま
れた商品であって⾃ら輸⼊したものを販
売する事業者

産業構
造審議
会

七 密閉形蓄電池（密閉形鉛蓄電池
（電気量が⼆百三⼗四キロクーロ
ン以下のものに限る。以下同
じ。）、密閉形アルカリ蓄電池⼜
はリチウム蓄電池（輸⼊されるも
のにあっては、プラスチックその
他の物質を⽤いて被覆したものに
限り、機器の部分品として輸⼊さ
れるものを除く。）をいう。以下
この項において同じ。）

密閉形蓄電池を製造する事業者及び⾃ら
輸⼊した密閉形蓄電池を販売する事業者

産業構
造審議
会

 


